
北広島市建築確認申請等手数料徴収条例の一部改正条例 新旧対照表 

現 行 改正案 

 

（第１条略） 

 

（建築物に関する確認申請手数料） 

第2条 建築物に関する確認申請手数料の額は、確認

申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。 

 

床面積の合計 金額 

30平方ﾒｰﾄﾙ以内のもの 10,000円

30 平方ﾒｰﾄﾙを超え 100 平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
12,000円

100平方ﾒｰﾄﾙを超え200平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
16,000円

200平方ﾒｰﾄﾙを超え500平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
22,000円

500平方ﾒｰﾄﾙを超えるもの 37,000円

 

（第2項略） 

 

 

 

 

 

 

 

（工作物に関する確認申請手数料） 

第3条 工作物に関する確認申請手数料の額は、確認

申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 

（第1号、第2号略） 

 

（建築物に関する完了検査申請手数料） 

第4条 建築物に関する完了検査申請手数料の額は、

完了検査申請1件につき、次の表に掲げるとおりとす

る。 

 

（第１条略） 

 

（建築物に関する確認申請等手数料） 

第 2 条 建築物に関する確認申請又は計画通知手数

料の額は、確認申請又は計画通知1件につき、次の

表に掲げるとおりとする。 

床面積の合計 金額 

30平方ﾒｰﾄﾙ以内のもの 10,000円

30 平方ﾒｰﾄﾙを超え 100 平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
12,000円

100平方ﾒｰﾄﾙを超え200平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
16,000円

200平方ﾒｰﾄﾙを超え500平方ﾒｰﾄﾙ以

内のもの 
22,000円

500平方ﾒｰﾄﾙを超えるもの 37,000円

 

（第2項略） 

 

３ 構造計算適合性判定をしなければならない場合

にあっては、構造計算適合性判定に係る構造計算1

件につき、北海道建設部手数料条例（平成 12 年条

例第 23 号）別表の構造計算適合性判定手数料に定

める金額を第1項の金額に加算する。 

 

（工作物に関する確認申請等手数料） 

第3条 工作物に関する確認申請又は計画通知手数

料の額は、確認申請又は計画通知1件につき、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 

（第1号、第2号略） 

 

（建築物に関する完了検査申請等手数料） 

第4条 建築物に関する完了検査申請又は工事完了

通知手数料の額は、完了検査申請又は工事完了通知1

件につき、次の表に掲げるとおりとする。 



 

 

（表略） 

 

（第2項略） 

 

（工作物に関する完了検査申請手数料） 

第5条 工作物に関する完了検査申請手数料の額は、

完了検査申請1件につき9,000円とする。 

 

 

（第6条から第8条まで略） 

 

（手数料の徴収又は免除） 

第9条 手数料は、申請の際これを徴収する。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除

する。 

（1） 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員がそ

の職務上必要とするための申請であるとき。 

（2） その他市長が特別の理由があると認めるとき。

 

（第10条以降略） 

（表略） 

 

（第2項略） 

 

（工作物に関する完了検査申請等手数料） 

第5条 工作物に関する完了検査申請又は工事完了

通知手数料の額は、完了検査申請又は工事完了通知1

件につき9,000円とする。 

 

（第6条から第8条まで略） 

 

（手数料の徴収又は免除） 

第9条 手数料は、申請の際これを徴収する。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第3

項を除き、これを免除する。 

（1） 北広島市がその職務上必要とするための申請で

あるとき。 

（2） その他市長が特別の理由があると認めるとき。

 

（第10条以降略） 


